
 

 

 

【申し込み】QR コードから、別紙 FAX にて（12 月 5 日締切り） 

【 定 員 】６０人 

【 主  催 】知多南部地域自立支援協議会 

【対 象 者】知多南部地域自立支援協議会委員、当事者（ご家族）、関係団体職員、南知多町・美浜町・武豊町

の事業所（商店・金融機関・企業等）、官庁（行政、警察、消防署等）、医療機関、住民他 

【連 絡 先】知多南部基幹相談支援センターゆめじろう 

      TEL 0569-72-6464  FAX 0569-72-6454 

            E-mail soudan@dune.ocn.ne.jp 

 

 

障害者差別解消法研修 

合理的配慮って？ 

令和７年度 知多南部地域自立支援協議会 

R7年12 月 17 日（水） 

 

第 1 部 

第２部 

●講義＆当事者トーク  

その１ 障害者差別解消法と合理的配慮について 
講師：津江健志氏（特定非営利活動法人チャレンジド理事長） 

その２ 当事者トーク 講師：神谷寛人氏（特定非営利活動法人チャレンジド） 
当事者から見る ふくし ～地域で生きるとは～ 
 

その３ インタビュー「私が感じた障害者差別」南部 3 町当事者の方 

 

●グループワーク  

その１ 「話を聞いて感じたこと気づき」 

その２ 「私たちのできること」 

●まとめ 

 

時間/14：00～15：30（受付 13：30） 

会場/武豊町役場２F 第２・３・４会議室 

こちらから 

※駐車場に限りがありますので乗り合わせや公共交通機関の利用にご協力ください。 

 駐車場は役場東駐車場または保健センター駐車場をご利用ください。 

 

mailto:soudan@dune.ocn.ne.jp


別紙 

「障害者差別解消法」研修申込書 

日時： 令和 7 年 12 月 17 日（水）14:00～15:30 

場所： 武豊町役場２F 第２・３・４会議室 

締切： 12 月 5 日（金） 

団体名                              

 名
ナ

  前
マエ

 
連絡先:TEL または e-mail

（事業所の連絡先でも可）   
市町名 

お立場 

○を記入 

情報保障 

○を記入 

1   
 当事者 

支援者 

要約筆記 

手話通訳 

2   
 当事者 

支援者 

要約筆記 

手話通訳 

3   
 当事者 

支援者 

要約筆記 

手話通訳 

4   
 当事者 

支援者 

要約筆記 

手話通訳 

5   
 当事者 

支援者 

要約筆記 

手話通訳 

6   
 当事者 

支援者 

要約筆記 

手話通訳 

7   
 当事者 

支援者 

要約筆記 

手話通訳 

8   
 当事者 

支援者 

要約筆記 

手話通訳 

 

 

 

  知多南部基幹相談支援センターゆめじろう 宛て 

FAX 0569-72-6454 

申込みフォーム⇒ 

※こちらも申込みできます。 




